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青森県国民健康保険団体連合会普通交付金収納事務規則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和

34 年政令第 41 号。）第６条第８項の規定に基づき青森県国民健康保険団体連

合会（以下「連合会」という。）が市町村から委託を受けて実施する普通交付

金（同条第２項に規定する普通交付金をいう。以下同じ。）の収納に関する事

務（以下「収納事務」という。）について、必要な事項を定めるものである。 

 

 （連合会が行う収納事務の範囲） 

第２条 連合会は、「青森県国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱」に基づ

き交付される普通交付金の収納事務を行うこととする。 

 

 （委託書の提出等） 

第３条 市町村は、連合会に収納事務を委託するときは、連合会に対し、収納

する普通交付金の範囲を記載した委託書を、様式第１により提出するものとす

る。 

 

（受託の通知） 

第４条 連合会は、前条の規定により市町村から委託書の提出があった場合に

は、当該市町村及び県に対し、収納事務を受託した旨を様式第２及び様式第３

により通知するものとする。 

２ 市町村は、前項の受託の通知を受けたときは、県に対し、収納事務を連合

会に委託した旨を様式第４により、通知するものとする。 

 

（計算書の送付等） 

第５条 連合会に収納事務を委託した市町村は、第２条の普通交付金について、

連合会からの請求に基づきその月に払い込むべき額（以下この条において「そ

の月に市町村が払い込むべき診療報酬等の額」という。）を決定したときは、

当該額を連合会に対し、速やかに通知するものとする。 

２ 連合会は、前項に規定する通知を受けたときは、遅滞なく当該市町村に対

し、次に掲げる事項を記載した計算書（当該計算書に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）を含む。以下「計算書」という。）を送付す

るものとする。 
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⑴ その月に市町村が払い込むべき診療報酬等の額に応じて交付された普通

交付金の額 

⑵ その月に市町村が払い込むべき診療報酬等の額 

⑶ 第１号の額から第２号の額を減じて得た差額 

 

（相殺） 

第６条 連合会は、青森県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則第 15

条の規定にかかわらず、前条第２項第１号の額（連合会が保険医療機関等に

払い込むべき診療報酬等の額及び審査支払手数料の額の合算額に限る。）と同

項第２号の額とを対当額の範囲で相殺することができる。 

２ 連合会は、前項の規定により相殺を行うときは、当該市町村に対し、前条

第２項に規定する計算書にその旨記載するものとする。 

 

（余剰金等の調整） 

第７条 連合会は、前条第１項の規定による相殺を行い、なお収納した普通交

付金に係る余剰金があるときは、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健

康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令（平成 29年厚生労働省令

第 111 号）第２条第２項の規定に基づき、市町村が指定する期日までに当該

市町村に対し、その余剰金を払い込むものとする。ただし、県が、青森県国

民健康保険保険給付費等交付金交付要綱に基づき普通交付金の額に当該余剰

金を充当する場合は、この限りでない。 

２ 連合会は、前条第１項の規定による相殺を行い、なお市町村から払い込ま

れるべき第２条の普通交付金の額に不足があるときは、当該市町村に対し、

その不足額の請求を行うものとする。 

３ 市町村は、前項の規定による不足額の請求を受けたときは、連合会が指定

する期日までに、当該請求された額を支払わなければならない。 

 

（実施状況の報告等） 

第８条 連合会は、収納事務を委託した市町村から収納事務に関し求めがあっ

たときは、必要な報告又は説明を行うものとする。 

 

（委託料又は手数料） 

第９条 連合会は、収納事務に要する費用に充てるため、委託料又は手数料を

徴収することができる。 

２ 前項の委託料又は手数料の額及び徴収に必要な事項は、別に定める。 
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（細目） 

第 10条 この規則に定めるもののほか、収納事務に関して必要な細目は、市町

村と協議の上、連合会理事長が定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成 30年 4月 1日から施行するものとする。 

２ この規則施行前に行った手続、その他の行為は、この規則により行ったも

のとみなす。 
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年  月  日 

 

 

青森県国民健康保険団体連合会 

    理事長        殿 

 

市町村名   

代表者名  

 

 

普通交付金収納事務委託書 

 

 

当市（町・村）は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和

34年政令第 41号）第６条第８項の規定に基づき、普通交付金の収納に関する事

務について、下記のとおり、青森県国民健康保険団体連合会普通交付金収納事

務規則（以下「収納事務規則」という。）の定めるところにより貴会に委託し、

同規則第３条に基づき本委託書を提出いたします。 

 

記 

 

収納事務を委託する普通交付金の範囲  

収納事務規則第２条に規定する普通交付金 
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  年  月  日 

         

 市（町・村）長  

         殿 

         

        

      青森県国民健康保険団体連合会  

           理事長 

         

 

普通交付金収納事務の受託について（通知） 

         

 

 当会は、貴市（町・村）より依頼のあった普通交付金の収納に関する事務に

ついて、下記のとおり、青森県国民健康保険団体連合会普通交付金収納事務規

則（以下「収納事務規則」という。）の定めるところにより受託し、同規則第４

条第１項に基づきその旨通知いたします。 

 

記 

 

収納事務を委託する普通交付金の範囲  

収納事務規則第２条に規定する普通交付金 
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  年  月  日 

青森県知事  

 殿 

        

       

               青森県国民健康保険団体連合会 

              理事長   

        

         

普通交付金収納事務の受託について（通知） 

         

 当会は、普通交付金の収納に関する事務について、下記のとおり受託いたしまし

たので、青森県国民健康保険団体連合会普通交付金収納事務規則（以下「収納事務

規則」という。）第４条第１項に基づき、その旨通知いたします。 

 つきましては、別紙に記載する委託者から、下記の普通交付金の申請があった際

には、当会が当該普通交付金の収納事務を行いますので、ご承知置き願います。 

 なお、当該普通交付金のお支払いにつきましては、下記の口座までお振り込

みくださいますようお願いします。 

 

記 

 

委託者 別紙に記載する市町村 

 

受託者 代表者氏名 青森県国民健康保険団体連合会 理事長  

    代表者住所 青森県青森市新町２丁目４番１号 

 

収納事務を受託する普通交付金の範囲  

収納事務規則第２条に規定する普通交付金 

 

振込先  金融機関名  

     口座種別   

     口座番号   

     口座名義人 青森県国民健康保険団体連合会 

           理事長  
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（別紙） 

委託者一覧 

 

 

代表者氏名 代表者住所 
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  年  月  日 

青森県知事  

 殿       

        

市町村名   

代表者名   

         

         

普通交付金収納事務の委託について（通知） 

         

 

当市（町・村）は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和

34年政令第 41号）第６条第８項の規定に基づき、普通交付金の収納に関する事

務について、下記のとおり、青森県国民健康保険団体連合会普通交付金収納事

務規則（以下「収納事務規則」という。）の定めるところにより青森県国民健康

保険団体連合会に委託いたしましたので、同規則第４条第２項に基づき、その

旨通知いたします。 

  

 

記 

 

委託者 代表者氏名  

    代表者住所  

 

受託者 代表者氏名 青森県国民健康保険団体連合会 理事長  

    代表者住所 青森市新町２丁目４番１号 

 

収納事務を受託する普通交付金の範囲  

収納事務規則第２条に規定する普通交付金 
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